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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１０月２７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年９月６日 ２３時３５分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市丸山埼灯標付近 

 丸山埼灯標から真方位２０９°１００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２９.３′ 東経１３６°５２.０′） 

事故調査の経過  平成２２年９月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 新由良
し ん ゆ ら

丸、４９９トン 

 １３３２３０、由良船舶株式会社・由良機船株式会社 

 ７５.０３ｍ×１２.５０ｍ×６.９０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成５年６月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５７年５月３１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年３月１１日 

  免状有効期間満了日 平成２６年４月１１日 

 死傷者等 なし 

損傷 プロペラ２枚に曲損、船底外板に凹損及び擦過傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか４人が乗り組み、製材約１,２４０ｔを積載し、船首約

２.６４ｍ、船尾約４.１０ｍの喫水で鳥羽市菅
すが

島 鰮
いわし

埼南方沖の加
か

布
ぶ

良
ら

古
こ

水道を誓願
せいがん

島灯標に向け、約１１ノット（kn）の速力で手動操舵により北

西進した。 

 船長は、鳥羽市坂手島と菅島との間に向けるために右舵を約５°まで

とったが、右舷船首方の鰮埼北方沖に漁船１隻を視認して驚き、レーダー

やＧＰＳで船位を確認せずに舵を中央に戻した。 

船長は、漁船がゆっくり北西進中であることを確認し、左舵をとって漁

船との距離を広げたのちに右転しようとしたところ、丸山埼灯標に接近し

ていることに気付き、機関を停止したのち、全速力後進としたが、平成

２２年９月６日２３時３５分ごろ、本船が丸山埼灯標付近の浅所に乗り揚

げた。 

船長は、緊急停止ボタンにより機関を停止し、乗組員全員の無事と船体

に浸水等の異常がないことを確認後、船舶所有者及び海上保安庁へ通報し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮流 約１.４knの北西流 
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 その他の事項 船長は、先航海の荷役作業が遅れた影響から、目的地である名古屋港へ

の入港予定時刻が７日０３時～０４時ごろとなったので、０７時３０分の

荷役作業開始まで睡眠時間を少しでも確保したいと考え、伊良湖水道を航

行せず、ふだん、余り夜間に航行することのない加布良古水道を航行し

た。 

船長は、過去に視界制限状態の加布良古水道を航行した経験があったの

で、夜間でも昼間と同じような人員配置及び速力で航行しても大丈夫だろ

うと思った。 

本船は、ふだん坂手島と菅島の間を昼間に通過する際、東側の菅島寄り

を航行していたが、本事故当時、菅島側は暗いので水道の西側に寄せて航

行していた。 

船長は、過去に坂手島と菅島の間を夜間に通過する際、漁船を見たこと

がなかった。 

船長は、漁船を視認後、舵角指示器を見ないで舵輪の操作をしていた。 

船長は、丸山埼灯標に接近していることに気付いたとき、約１３kn 以上

の速力が出ているように感じた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、菅島南西方沖を北西進中、船長が、漁

船との距離を広げることに注意を奪われ、レー

ダーやＧＰＳで船位の確認を行わなかったことか

ら、丸山埼灯標付近の浅所に向かって航行してい

ることに気付かず、同浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

本船は、約１.４kn の北西流の影響により、約

１１kn 以上の速力で航行していた可能性があると

考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、菅島南西方沖を北西進中、船長が、漁船との

距離を広げることに注意を奪われ、船位の確認を行わなかったため、丸山

埼灯標付近の浅所に向かって航行していることに気付かず、同浅所に乗り

揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




